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はじめに 

 

平成 27 年に策定された認知症政策推進総合戦略（新オレンジプラン）においては、「認知症の

⼈の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で⾃分らしく暮らし続けることができる社

会の実現を⽬指す」ことを基本的な考え⽅として掲げている。このことからも⽰されるように、認知症の

⼈の意思決定⽀援は、正しく認知症対策の中⼼的な課題である。 
 今後認知症の⼈はさらに増加することが予想される中で、新オレンジプランでは基本的な課題を実

現化させるべく 7 つの柱を⽰した。その中には、「本⼈主体の医療・介護等の徹底」や「認知症の⼈の

就労・社会参加⽀援」が掲げられ、「認知症の⼈やその家族の視点の重視」が盛り込まれている。こ

れらの施策を実現する基盤として、平成 30 年 6 ⽉に、「認知症の⼈の⽇常⽣活・社会⽣活におけ

る意思決定⽀援ガイドライン」が公開されるに⾄った。 
 ガイドラインは、単に公開されるだけでは不⼗分である。たとえば、ガイドラインの認識が進まなかった

り、誤った解釈をされる恐れがある。ガイドラインの意図するところ、趣旨を実現させるための実践⽅法

について、ガイドラインの普及とあわせて具体的に伝える必要性がある。これらの点は平成 29 年度の

⽼⼈保健健康増進等事業において課題として残されていた。 
 そこで、本事業（平成 30 年度 厚⽣労働省⽼⼈保健健康増進等事業「認知症の⼈の意思決

定⽀援のあり⽅に関する研究事業」）においては、「認知症の⼈の⽇常⽣活・社会⽣活における意

思決定⽀援ガイドライン」の趣旨を実践に活かすことを⽬指すためにどのようにするべきか、検討を進め

た。 
ガイドラインの趣旨が周知され、実践に反映するためには、その趣旨が理解されるだけでは不⼗分

であり、趣旨を踏まえたうえに具体的な⾏動が変容しなければならない。多忙な臨床現場において活

⽤されるためには、ガイドラインの趣旨をコンパクトにかつ効果的に伝える必要がある。そのため、本事

業においては、関連の諸団体の協⼒を得つつ、研修プログラムの検討を⾏った。特に、本ガイドライン

は、対象となる⼈、対象範囲も⾮常に幅広いことから、研修の開催機会も多くなることが予想される。

その分、研修企画者への負担も過⼤にならないよう配慮があらかじめ必要であることから、研修プログ

ラムを構造化させるなどの⼯夫も求められる。両者の難しいバランスを満たすべく、関連の諸団体の先

⽣⽅には、多⼤なお⼒添えをいただいた。この場を借りて篤く御礼申し上げます。 
 
            平成 31 年 3 ⽉ 
 

認知症の⼈の意思決定⽀援のあり⽅に関する研究事業 

     委員会委員⻑   ⼩川  朝⽣（国⽴がん研究センター東病院） 
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Ⅰ 事業概要                                                                           

 

 1  事業名  
認知症の⼈の意思決定⽀援のあり⽅に関する研究事業 

 
 2  事業⽬的  

成年後⾒制度利⽤促進法の施⾏を受け、設置された成年後⾒利⽤促進委員 会において、「障害者

や認知症の⼈の特性に応じた適切な配慮を⾏うことがで きるよう、意思決定の⽀援のあり⽅についての指

針の策定に向けた検討等が 進められるべき」と指摘されている。  

平成 29 年度の⽼健事業において作成された「認知症の⼈の⽇常⽣活・社会⽣活における意思決定⽀

援ガイドライン」について、普及のための研修の在り⽅、および、同研修でも利活⽤できる事例集の策定の検

討を⾏う。また、研修の在り⽅の検討後にモデル的に研修を⾏い、報告書を作成する。 

 

 3  実施期間   
      平成 30 年 6 ⽉ 7 ⽇（内⽰⽇）〜 平成 31 年 3 ⽉ 31 ⽇ 
 

 4  実施体制  
本研究事業は、以下の委員で構成する全体委員会および作業部会を設置した（1）。 

実施期間中に 2 回の委員会、3 回の作業部会（作業部会準備会 4 回）を開催した。委員会等の各

回の議事（主なテーマ）は（2）の通りである。 

  （1）全体委員会・作業部会                     ◉は委員⻑  ●は作業部会兼任 

⽒名 団体・所属 役職 

⾚沼 康弘 ⼀社）⽇本成年後⾒法学会 副理事⻑ 

有森 直⼦● 新潟⼤学⼤学院保健学研究科看護学分野 教授 
⼩嶋 珠実● 公社）あい権利擁護⽀援ネット 理事 

稲葉 ⼀⼈● 中京⼤学法科⼤学院 教授 

◉⼩川 朝⽣● 国⽴がん研究センター東病院 先端医療開発センター 分野⻑ 

阿部 佳世 公社）認知症の⼈と家族の会 事務局⻑ 

鴻江 圭⼦ 公社）全国⽼⼈福祉施設協議会 理事 

島橋 誠 ⽇本看護協会研修学校 認定看護師 

能本 守康 ⼀社）⽇本介護⽀援専⾨員協会 常任理事 

瀬⼾ 裕司 公社）福岡県医師会 専務理事 

瀧本 禎之● 東京⼤学⽣命医療倫理教育研究センター 准教授 
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⽥⼝ 真源 公社）⽇本精神科病院協会 理事 

樋⼝ はるみ 公社）全国⽼⼈保健施設協会 統括看護師⻑ 

寺⽥ 整司● 岡⼭⼤学⼤学院 医⻭薬学総合研究科 准教授 

中⼭ 健夫● 京都⼤学⼤学院医学研究科 教授 

永⽥ 久美⼦● 認知症介護研究・研修東京センター 研究部⻑ 

 延  育⼦● 札幌市保健福祉局保健所 医療政策課 主査 

三浦 久幸● 国⽴⻑寿医療研究センター(在宅連携医療部) 部⻑ 

⽔島 俊彦● 法テラス埼⽟法律事務所 弁護⼠ 

箕岡 真⼦● ⽇本臨床倫理学会 総務担当理事 

                                 〈50 ⾳順、敬称略〉 
     オブザーバー等 

⽥中 規倫 厚⽣労働省 ⽼健局総務課認知症施策推進室 室⻑ 
   林  幸徳 厚⽣労働省 ⽼健局総務課認知症施策推進室 室⻑補佐 
  佐藤 寛⼤ 厚⽣労働省 ⽼健局総務課認知症施策推進室  

     ※作業部会準備会は、委員から、⼩川委員⻑、稲葉委員、⽔島委員、永⽥委員、延委員、 

オブザーバーである認知症施策推進室、事務局により構成 

 

  （2）委員会等の実施状況と主な議事 

     第1回 委員会 
⽇時   平成30年8⽉22⽇（⽔） 
議事   1. これまでの経緯と本年度の課題について 

               2. 本年度の実施体制と予定、成果物イメージについて  

        （第 1 回 作業部会準備会  H30.9.10） 

        （第 2 回 作業部会準備会  H30.10.10） 

     第1回 作業部会 
⽇時   平成30年10⽉22⽇（⽉） 
議事   1. 作業部会のミッションの確認 

                   2.  ガイドラインにかかる研修のコンセプト 
             3. 研修教材作成・モデル研修にかかる⼯程案 

        （第 3 回 作業部会準備会  H30.11.14） 
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     第2回 作業部会 
⽇時   平成30年11⽉19⽇（⽉） 
議事   1. 講義教材（スライド）について 

             2. 映像教材の制作について 

             3. 事例集の作成について 

     第3回 作業部会 
⽇時   平成30年12⽉6⽇（⽊） 
議事   1. 映像教材の制作について 
          ①本⼈インタビュー／②ガイドライン趣旨／③グループワークで⽤いる事例 

             2. その他 ご意⾒交換 

        （第 4 回 作業部会準備会  H31.2.1） 

     第2回 委員会 
⽇時   平成31年2⽉14⽇（⽊） 
議事   1. 本年度の事業進捗について（報告） 
          ①研修カリキュラム・教材制作について 
          ②モデル研修について 
          ③事例集作成について 

         2. 事業の取りまとめに向けて（ご意⾒交換） 

 
  （3）事業実施スケジュール 

 平成 30 年 4 ⽉ 5 ⽉ 6 ⽉ 7 ⽉ 8 ⽉ 9 ⽉ 

事
業
実
施
内
容 

                                                                 第 1 回全体委員会 
                                                                        ◉ 
                                                                               （準備会） 
                                                                                   ● 

 10 ⽉ 11 ⽉ 12 ⽉ 平成 31 年 1 ⽉ 2 ⽉ 3 ⽉ 

事
業
実
施
内
容 

                                                               第 2 回全体委員会  
（準） ①作業部会（準）②作業部会 ③作業部会               （準）       ◉ 
 ●       ◉      ●      ◉         ◉                     ● 
 
   意思決定⽀援ガイドライン研修 
   カリキュラム検討      教材制作（講義スライド・DVD 教材）      ◆           ◆ 
                                                      モデル研修(柏)  モデル研修(岡⼭) 
     
                                                                        報告書案の作成  印刷(配布)
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  （4）成果物（DVD 等）の概要 
    事業では、本報告書の他、事業内において、「認知症の⼈の⽇常⽣活・社会⽣活における意思決定⽀

援ガイドライン」の研修⽤教材の検討・制作を⾏った。 
報告書冊⼦PDF版とともに、DVDおよびCDに研修テキストや投影⽤スライド、グループワーク⽤動画を、

各ファイル形式にて格納し配布する。 
 
    （DVD・CD ケースジャケット） 
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Ⅱ 認知症の⼈の意思決定⽀援ガイドライン研修                                              
 
  ⑴ 研修カリキュラム  
    本事業では、昨年度の前⾝事業で作成された「認知症の⼈の⽇常⽣活・社会⽣活における意思決定

⽀援ガイドライン」（以下、「ガイドライン」）を、より多くのガイドラインの対象者に周知、理解、活⽤して頂く
ため、ガイドラインの内容を伝達する⽅法（研修の展開）を検討した。 

 
◉研修は、認知症にかかる研修の実施状況に鑑み、㋑同研修のみを内容として実施する場合（独⽴実

施型）と、㋺既存の専⾨職等向けの認知症関連の研修において、カリキュラム（プログラム）に組み込
む形態で実施する場合（組み込み型）の 2 つのパターンで展開することとした。 

◉独⽴実施型のカリキュラムは、全体時間を 3 時間として、講義（60 分）と、グループワーク（60 分×2）
で構成され、講師やファシリテーター、会場などを準備して実施されることを想定した。⼀⽅、組み込み型
は、医療や介護の専⾨職向けの各種研修の⼀部として実施されることを想定して、約 8 分の DVD 放映
によって実施されることを想定した。 

◉各形態のプログラムのコンセプトは、スライド 1〜2 ページに概要を整理している。 

◉基本となる独⽴実施型プログラムの具体的な構成をスライド 3 にまとめる。 
▶講義では、60 分のスライド講義をメインとして、冒頭で認知症の⼈のインタビューDVD を視聴する。認

知症の本⼈からの意思決定とその⽀援の重要性についてメッセージが発信される。 
▶講義の後に、グループワークを 2 種類（それぞれ 60 分枠）準備している。1 つ⽬は⽇常⽣活の意思

決定⽀援として、「意思決定⽀援が必要な典型的な場⾯」について、2 つ⽬は社会⽣活の意思決定
⽀援として、「チーム（多職種）による⽀援を⾏う場⾯」についてのグループワークとする。 

▶グループワークでは、それぞれトリガー（検討の題材事例）として DVD を作成した。それらをグループワ
ークにおける共通の素材として、課題抽出や⽀援⽅法の検討などに利⽤する。 

◉組み込み型のカリキュラムでは、講師による講義 60 分に代えて、「ガイドラインの趣旨説明」を収録した
DVD を放映し、併せて、「認知症の⼈のインタビュー」を視聴する内容とする。 

 
◉講義および 2 つのグループワークの具体的な内容については、スライド 4〜6 ページに整理している。 
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  ⑵ 研修教材 
    独⽴実施型の研修教材を次ページ以降に掲載する。また、グループワーク⽤の DVD については、撮影⽤
シナリオ（台本）を掲載する。 

    
 

なお、独⽴実施型の研修の企画⽴案者および講師・ファシリテーターの準備等に資するように、スライドの
パワーポイントファイルのノート部分に、各スライドのポイントになる内容を箇条書きで整理した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

さらに、事業内で実施したモデル研修（2 ⽉ 17 ⽇︔岡⼭⼤学病院で実施）の様⼦の記録映像として
成果物 DVD に格納している。 
※ モデル研修の記録映像は、研修としてそのまま視聴することは想定していない。 
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  ⑶ モデル研修 
   ①実施概要 
      研修カリキュラムの検討および研修教材の作成が⼀定程度進⾏した状況で、研修実施側と受講者側

それぞれからの評価を⾏うため、モデル研修を 2 会場で実施した。概要は以下の通りである。 
 

 柏会場 岡⼭会場 
⽇程 1 ⽉ 25 ⽇（⾦） 18:30~20:10 2 ⽉ 17 ⽇（⽇） 13:00~16:00 

会場 国⽴がん研究センター東病院 岡⼭⼤学病院 

カリキュラム 
❶講義（本⼈インタビュー動画あり） 
❷グループワーク（⽇常⽣活編) 
 

❶講義（本⼈インタビュー動画あり） 
❷グループワーク⑴  ⽇常⽣活編 
❸グループワーク⑵  社会⽣活編 

講師 ⼩川委員⻑ 
（稲葉委員、三浦委員、⽔島委員）

⼩川委員⻑ 
（稲葉委員、寺⽥委員、⽔島委員 他） 

受講者 

25 ⼈ 
  ▶ 医師 3、看護師 20、その他 2 
 
 

31 ⼈ 
  ▶医師 1、看護師 17、介護職 1 
    ケアマネジャー 5、相談職 2、     
    その他 5 

 
   ②受講者アンケート 
      モデル研修では、受講者アンケートにご協⼒を頂き、研修プログラムの評価や教材等にかかるご意⾒な

どを頂いた。各会場で頂いた意⾒は、教材の最終的な調整において可能なものは反映させた。 
次ページ以降、アンケート結果を整理する。 
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    ②-1  研修プログラムの評価 

   （1/25 柏会場） 

 プログラム評価の基本的な項⽬ 強く 
そう思う

まあまあ
そう思う

どちらとも
⾔えない

あまり 
思わない 

全く 
思わない 

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
有
⽤
性 

1-1 今回のプログラムに満⾜している 20.0% 64.0% 12.0% 0.0% 0.0% 

1-2 ガイドラインを理解する上で、この 
プログラムは役に⽴った 28.0 64.0 8.0 0.0  0.0  

1-3 他の⽀援者にも、実践する前に、 
このプログラムを受けることを勧める 28.0 64.0 8.0 0.0  0.0  

理
解
度 

2-1 今回のプログラムで、ガイドラインの
内容を理解できた 20.0 64.0 12.0 4.0  0.0  

2-2 今回のプログラムで、ガイドラインに 
沿った⽀援の進め⽅を理解できた 16.0 68.0 16.0 0.0  0.0  

プ
ロ
セ
ス 

3-1 今回のプログラムは、私の疑問に 
すべて答えてくれた 4.0 32.0 60.0 4.0  0.0  

3-2 今回のプログラムで、聞きたい、確 
  認したいことはすべて聞くことができた 4.0 28.0 64.0 4.0  0.0  

 
   （2/17 岡⼭会場） 

 プログラム評価の基本的な項⽬ 強く 
そう思う

まあまあ
そう思う

どちらとも
⾔えない

あまり 
思わない 

全く 
思わない 

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
有
⽤
性

1-1 今回のプログラムに満⾜している 29.0% 67.7% 0.0% 0.0% 0.0% 

1-2 ガイドラインを理解する上で、この 
プログラムは役に⽴った 48.4 48.4 0.0 0.0  0.0  

1-3 他の⽀援者にも、実践する前に、 
このプログラムを受けることを勧める 51.6 41.9 3.2 0.0  0.0  

理
解
度 

2-1 今回のプログラムで、ガイドラインの
内容を理解できた 22.6 74.2 3.2 0.0  0.0  

2-2 今回のプログラムで、ガイドラインに 
沿った⽀援の進め⽅を理解できた 22.6 77.4 0.0 0.0  0.0  

プ
ロ
セ
ス 

3-1 今回のプログラムは、私の疑問に 
すべて答えてくれた 3.2 58.1 35.5 3.2  0.0  

3-2 今回のプログラムで、聞きたい、確 
  認したいことはすべて聞くことができた 6.5 61.3 32.3 0.0  0.0  
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    ②-2  研修プログラムに関する意⾒ 

   （1/25 柏会場） 

❶プログラムの構成について 
充実していたと思う。 
講義がかけ⾜だったが、グループワークは⼗分時間を確保できた 
今⽇は短縮した内容だったので、本来の時間配分であれば良いと思います。 
配分はよいと思います 
講義の内容をふまえ、DVD 視聴。ディスカッションの時間も⼗分であった。 
ビデオと講義と GW のバランスはよかった。60 分程度が適当かと思います。 
講義時間を⻑くして、詳細な内容を講義いただきたい。 
分厚い資料の中でわかりやすく、重要な部分を説明していただけてよかったです。 
⾔葉の定義⼀つを読み込む時間がもう少しほしい。 
今回はかけ⾜でしたが、もう少しゆっくり進めていただいた⽅が個⼈的にはわかりやすいと感じました。 
余裕をもって聞ける講義スピードでした。 
GW の発表と解説に時間ととっていただき、理解を深めたかった。 
もう少し GW の時間があるとよい。 
講義は抽象的な内容が多いため、症例提⽰、具体的内容等が多い⽅が、効率がいいかもしれません。 
要点がはっきりして分かりやすかった。 
内容をもっと詳しくしてもよいので、時間をかけても良いと思いました。 
今回は、時間がなかったと思いますが…重要ポイントとなる部分（プロセスのところとか）は、⻑めに説明
してくれるとわかりやすいかもしれません。 
グループワークが予定より短く、もう少しあった⽅がよい。 
講義が早⾜だったので、もう少しゆっくりしてほしいです。 
全体的に早⾜で進んだので、もう少しじっくり考えられるとよい。 
予定通りであれば適切（45 分×２）（本⽇は短かったので） 

 
❷理解の難しかった項⽬や内容 
抽象的な話題からスタートせざるを得ないため、理解が難しかった。 
早期からの⽀援“認知症軽度の段階”のところで、“軽度”と判断するのが難しいのではと思った。 
最初のビデオの⽅が⾮常に流暢でおどろいた。現実的な設定なのだろうか。 
講義時間を⻑くして、詳細な内容を講義いただきたい。 
ディスカッションする際に、何か講義内容のまとめ、フロー︖（とても⼤切な要素が多いので）のようなもの
があると、振り返り（思考整理されやすい）が進むと思いました。全ての要素が⼤切だと思うのですが、講
義だけでまとめるのが難しかった。 
4 つの観点からの意思決定能⼒推定に関して、「⾃分のこととして認識しているか」をどのように判断する
か、医療者視点での基準や例があると、より理解しやすいように思いました。 
内容的意思決定の要素について、⼗分に理解し、すでに意思決定⽀援の経験があった⽅が、“認知症
を併存した場合”の意思決定⽀援について習熟しやすいように思いました。その意味でカリキュラムの対象
のセレクションが重要かと感じました。 
GW にファシリテーターがいるとよかったと思う。 
⽤語の説明が多かった。プログラムの中間で⼩まとめみたいなものがあると、理解しやすいかもしれない。 
意思決定のプロセスを評価する具体事案があると理解しやすい。 
資料、具体的にどうするのか。 
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❸不適切と思う項⽬や表現など 
DVD の⾔葉にならない部分がわかりにくかった。 
「認知症の⼈」⇒「認知機能低下がある場合の」（理由︓診断がついていない⼈への⽀援も必要） 
スライド 32、⾔葉の解釈が難しい。 

 
❹追加した⽅が良いと思う項⽬や内容 
・ガイドライン策定の背景、講義内容の出展 
意思表明⽀援の具体について 
“保たれている認知能⼒”について、いくつか例があると良いかなと思いました。例えば、短期記憶障害があ
るがメモをつけることはできる、などどうでしょうか。 
認知症のロールプレイを⾏うのはどうでしょうか。患者の理解を深めるために必要かと思いました。 
家族に関する説明はもう少しあると、事例の“家族の反応”をもう少し理解深まるかもしれない。 
視覚聴覚への配慮。 

 
❺ガイドラインや研修に関する意⾒ 
今後、認知症の⽅と関わる際に、活⽤していきたいと思う。 
最初のビデオはケアマネを通して、第三者としてどう関わるかということを考えさせたいのが少しとまどった。ビ
デオはよかった。 
ビデオの GW「⽀援の中で」-ビデオが意思決定⽀援の場⾯なのかがよくわからなかった。たとえばケアマネ
ジャーの⽴場で答えて下さいやあなたならどう声かけしますか。 
DVD、具体的に想像できわかりやすかったです。（⾝近にあるあるとイメージが進みました） 
家族と本⼈との関係性を理解するおとの難しさをいつも感じています。 
興味があり、実際に臨床でもよく経験することも多いため、また機会があれば研修などに参加したい。 
個別性が⾼い対応を要求される分野だと思いますので、頑張って下さい。 
楽しかったです。事例については、TV やドキュメント等も⾏われている時代であり、そのような事例を⾒て
も、クオリティが⾼くなるかとも思いました。ありがとうございました。 
ビデオでの事例を⽤いる GW は良かったです。紙⾯での事例より話し合いがスムーズでした。 
背景や⽬的を理解して活⽤することが⼤切なことだと思いました。 
具体的にどうするのか。記録どこまで、どのように記載するのか、少しイメージがつきにくい。 
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   （2/17 岡⼭会場） 

❶プログラムの構成について 
トリガーとなる動画は共有となり有⽤ 
時間配分はまずまずだと思う。講義部分の情報量が多いので、もう少し時間をかけてもよかったのではな
いかと思います。 
グループワークで他職種の⽅と話し合いができ、いろいろな意⾒を聞けたので良かったです。時間配分も良
かったです。 
GW の時間は 25〜30 程度で問題なかったと思います。グループメンバーのアイスブレイクのための時間が
あれば GW にもっと⼊り易かったと思います 
時間配分はよかった。GW の時間が少ないと思ったのですが、もっと⻑いと疲れると思いました。 
3 時間の研修で意思決定⽀援全般を理解するのは難しいのではないかと感じた。ガイドラインを理解する
ことが重要 
治療等の意思決定なども加えてほしい。病院での場⾯（急性期）。時間はよい 
⻑すぎず集中を保てると思います。研修の時間によっては 2 時間程度でも。内容理解の１部がやや⻑め
とも思いまいしたが、初⾒の⼈には必要かもしれません。GW は慣れれば、２つ⽬の GW は短くても⼤丈
夫でしょうか。 
もう少しグループワークの時間が⻑くてもいいと思った。退院前⽀援の病院側の意⾒、在宅⽀援をしてい
る側の意⾒をもっと交換したかった。⾃由に話したかった。 
時間の割に検討項⽬が多い 
３時間は⻑いかなと思っていましたが、終わってみると意外に早く感じました 
ガイドラインの説明はゆっくりしてもらったが、こちらの理解がついていかない感じあり。ガイドラインの⽬次を
⽰してこの流れでいく旨ひとことあると、どこをしているのかが分かるので安⼼するのではないか。DVD など分
かり易かった。流れはよいと思う。 
良かった。勉強になりました。 
だいたい良いが事例はあまりかぶらないように、MCI、重度、独居で困難とかあってもいいのでは。 
GW の⼈数、時間がちょうどよかった。話し合うテーマ（項⽬）も明確であったので、話を進めやすかった。
講義が１時間では難しい。ガイドラインの⼤枠のイメージは持てたが、細部がもう少し。 
ガイドラインの内容が具体的に聞ければよかった。時間はよい 
丁度良い時間であったと思います。DVD を⽤いた⼿法で GW もしやすかったです。 
グループメンバーが 6 ⼈ということで話しやすく、メンバー全員が発⾔しやすくよかったと思います 

 
❷理解の難しかった項⽬や内容 
理解する⼒、認識する⼒の具体的な引き出し⽅ 
全体的に全てを理解することは難しく、実際の事例を通して⾃分が考え、理解を深めていけば⼤丈夫だ
と思いました。 
これまでに倫理研究会研修会で意思決定⽀援について研修を受けているため、ある程度理解できた
が、初めて受けるには理解しにくいのではないだろうか 
理解難しい項⽬は特になかった 
DVD１で⽀援のプロセスは同時進⾏と意⾒あり。１回では難しいが回数が増えると理解が深まると思う 
考え⽅、プロセスをもってかみ砕いてやってもいいと思う 
事前にガイドラインを⾒ていなかった、事前学習が必要だったと思う。今後、事前学習として提⽰または講
義に⼊れる（ガイドラインを⾒ながら聞く） 
⽀援の⽅法、⾔葉かけなど実践の場で⾏えているか、⾃分⾃⾝振り返るきっかけになりました。 
他のガイドラインとのすみわけ、最終的には理解できました。 
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❸不適切と思う項⽬や表現など 
社会⽣活の事例については、退院⽀援・調整はどの職種も⼊院〜退院までされていると思います。⼀部
出来ていないところもありますが。 
DVD で MSW が転倒予防にヘルパーを活⽤︔表現は専⾨職として誤った発⾔だと思う 

 
❹追加した⽅が良いと思う項⽬や内容 
家族込みの意思決定⽀援 
意思決定を阻害する要因は何か。も⼊っていればと思った 
家族への⽀援、アプローチ。認知機能の程度別 
DVD での GW には、後でよい事例の DVD があった⽅がより分かり易い。視覚で⼊る情報は分かり易
い。事例がもう⼀つあってもよい 
職種別、⽴場（病院、施設、在宅）などで分かれて実施するのも効果的かも 
ジレンマが起きた場合のすり合わせについて、もう少し触れてほしい（意思決定のプロセスの中で）。記
録のとり⽅をもう少し具体的に知りたい。 

 
❺ガイドラインや研修に関する意⾒ 
何度も同じような研修会を開催して欲しいです。 
今後も意思決定⽀援について、学んでいこうと思いました。ありがとうございました。 
意思決定のプロセスがよく分かりました。「難しい」というイメージが少しやわらぎました。 
DVD が⾝近な内容で GW に⼊り易かった 
意思決定⽀援ガイドラインの勉強・検討会をしていく中で「意思決定」の検討会のはずが、問題解決の
ための検討会になってしまいがちと感じた 
ガイドラインだけでは理解できない点もあったため、解説や動画を⾒ながら進められていくことでとても分か
りやすかった 
事例は初期の⽅というイメージで拝⾒しました。重度の⽅よりも問題提起がしやすいためかとも思いまし
た。（本⼈の意思をなぜ確認しないのか、という点を際⽴たせるため）総合病院を退院するイメージのた
め、医師の在宅移⾏可と、もの忘れの評価の視点が抜けているのもリアルではありましたが、単価精神科
での重症例になる前の空⽩期間からの⽀援を充実させるという点かと感想を持ちました。 
実際はもっと困難ケースの場合の意思決定に悩むことが多いと思います。複合的課題がある場合（ガイ
ドラインの GW に適さないかもしれませんが)現場ではものすごく悩んでいます。 
認知症の⽅の軽度、中等度に分けて意思決定⽀援をしていけば良いのかが、考えられる GW があって
もよいと思いました。 
多職種、様々な職場(⽴場)の⼈と話しをすることで、⾃分にない視点を得ることができ良い機会だった。 
⽇々、⽴ち⽌まり、本⼈が中⼼か、確認し、ガイドラインを聞いています。認知症の⼈に関わる⼈だけで
なく、多くの⼈にガイドラインを知ってほしいと思います。 
本⼈の声を研修冒頭に聞けたのがよかった。 
意思形成、表明、実現と分けて考えてなかったので、必要と感じた 
GW は多職種でする⽅がよい（今回はもちろんよかった）。⽇常⽣活、社会⽣活に分けた GW はよい 
事例のまとめ（簡単なもの）を配布するとよいかも。１つの考え⽅の例として後で振り返りがしやすい。 
事例のときについ実現に向けて考えてしまうので、プロセスをもっと意識して出来るような⽤紙で進められる
と助かります。 
地域の集まりなどで活⽤できるようなリーフレットあればもっと広めていくことができるのではと感じました。 
ACP との関係性について市⺠レベルの啓発段階で市⺠は混乱しないでしょうか。 
事例等を積み重ねていきたいと思います 
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Ⅲ ⽀援事例集                                                                      
 
⑴ 事例収集の経過 

    研修教材の作成に並んで、事業では意思決定⽀援の事例を多く紹介することを⽬的に事例集の作成を
試⾏した。 

    事業内に設置された全体委員会の委員に、事例記載⽤の様式を提供の上、可能な限りの事例の提供
を依頼し、⼀定期間内に 13 事例が収集された。もっとも、意思決定⽀援に関する事例は、個別性が⾼く、
情報量も多いため、そのままの整理・掲載については個⼈情報管理の観点からも難しく、ガイドライン研修に
おけるグループワークでの利活⽤なども視野に⼊れた内容のアレンジを⾏うこととした。 

    収集された全ての事例について、同様の作業を⾏うには⾄らなかったが、⽇常⽣活の場⾯、社会⽣活の
場⾯それぞれについて、⼀定程度の紹介事例として情報や表現の調整を⾏った。 

 
  （収集事例の概要） 
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  （事例収集様式） 
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⑵ 意思決定⽀援事例について 
    以下、収集した事例をベースに情報を加除修正の上、“事例集と問い”の形式で整理したものを⽰す。 
 
 

意思決定⽀援に関する事例集と問いについて 
 

本事例集と問いは、本事業⽬的、すなわち、認知症の⼈の⽇常⽣活・社会⽣活の意思決定

⽀援のガイドラインを使っていくための研修⽤に作られたものです。 
したがって、事例は、関係者から提出された実際の事例を担当者によって、研修において使⽤

するために、加除をして、加⼯されたものです。 
ここでは、事例が⽰され、グループワーク等をするための問いが提⽰されています。 
皆さんで、事例を読んで、上記ガイドラインに⽴ち戻りながら、問いを考えてみてください。 

 
 

事例 1   ⽇常⽣活（退服薬、⾷事、病院受診⽀援、⾦銭管理について）      

事例 2   ⽇常⽣活（⾃宅内でのトイレ使⽤について）                

事例 3   ⽇常⽣活（掃除や⼊浴）                            

事例 4   社会⽣活（退院後の⽣活について）                  

事例 5   社会⽣活（在宅から⼊所・⼊院）                       

事例 6   社会⽣活（⾃宅での療養）                               

事例 7   社会⽣活（介護サービス利⽤）                       

事例 8   社会⽣活（在宅からの⼊所・⼊院②）                               
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事例 1  ⽇常⽣活（退服薬、⾷事、病院受診⽀援、⾦銭管理について）         
 
事例の基本情報 
●本⼈ 78 歳、⼥性、⾃宅で夫と独居、他に⻑男がいる。 
●⽀援者 認知症初期集中⽀援チーム（認知症サポート医、社会福祉⼠、施設⻑、看護師、介護福

祉⼠、ケアマネジャー、地域包括⽀援センター職員）、かかりつけ医師（神経内科） 

事例の概要  
◉かかりつけ医から⽀援チームに相談がある。 
◉⽣活課題を評価してから、本⼈と家族から聞き取りをする。 
◉⽣活課題（服薬、⾷事、病院受診⽀援、⾦銭管理）をについて家族に説明して協⼒を依頼し、家

族が病院の受診を勧めても本⼈の拒否がある。 
◉看護師が定期訪問（服薬、⾎圧当の体調確認）、受診⽀援を通じて、顔なじみの関係を築く。 
◉サービス利⽤に関して本⼈の事前意思を確認するが、その時々の気分で、利⽤に関わる意思が変わ

る。症状の進⾏（怒りっぽさ、同じ話の繰り返し）があり、夫らはデイサービス等を利⽤させたいが、もと
もと本⼈は家族内での⽴ち位置が強く、家族の⾔うことを聞かずに怒る。家族は、本⼈の⽀援を望む
が、積極的な関わりがない。 

問い 
⑴ 本⼈・家族と関わる中で、家族が⽀援に前向きになるようにするためには、どうすればいいのか。 
⑵ 本⼈の意思がその時々で変わることには、どのように対応すればいいのか。 
⑶ 主治医と、認知症初期集中⽀援チームとの協⼒関係はどのように構築するのか。 
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事例 2  ⽇常⽣活（⾃宅内でのトイレ使⽤について）                                 
 
事例の基本情報 
●本⼈ 80 代半ば、男性、⾃宅で独居 認知症⾃⽴度Ⅲ、意思決定に関わる家族・親族はいない。 
●⽀援者 デイサービス職員 

事例の概要  
◉⼀軒家の 2 階で⽣活・就寝しており、トイレ使⽤の際は、階下の 1 階まで降りなければならない。 
◉ADL は⽐較的良好であるが、階段昇降は、四つん這いの状態で⾏わなければならない。 
◉本⼈に問うと、「めんどくさい」という認識で、就寝時間帯は、独⾃で⼯夫した尿瓶を利⽤していことが分

かった。 
◉デイサービス職員と、本⼈との関係は良好である。 

問い 
⑴ この事例でサービス担当者会議が開けた場合、どのような配慮が必要と考えるか。 
⑵ 担当者会議では、ポータブルトイレの導⼊が、本⼈のために適切だという意⾒が出た際に、本⼈の意思を

尊重しながら、本⼈にとって適切な⽅法を理解していただくために、注意しなければならないことは何か。 
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事例 3  ⽇常⽣活（掃除や⼊浴）                                                
 
事例の基本情報 
●本⼈ 82 歳、独居、認知症⾃⽴度Ⅲ、近隣に妹がいる。週に 2〜3 回訪問。 
●⽀援者 地域住⺠、地域包括⽀援センター職員イサービス職員 

事例の概要  
◉地域住⺠（⾏政協⼒員）から、独居で気になる⼈がいると、地域包括⽀援センターに連絡がある。 
◉地域住⺠とセンター職員で⾃宅を訪問する。 
◉これにより、本⼈は、病院受診をされていないこと、介護保険申請もしていなかったこと、介護保険サー

ビスの提供が必要なこと（掃除が⾏き届いていないこと、本⼈は⼊浴をしていなかったことなど）など、
⽣活課題が判明した。 

◉本⼈は、何か決定したり、選択する際に、妹さんに判断を委ねる傾向にあった。 

問い 
⑴ 本事例は地域住⺠の⽅が⽇常的な⾒守りに関わっていただいていた事例であるが、専⾨職と地域住⺠

の⽅が共同して、本⼈の意思決定⽀援する際にどのような点に留意すべきか。 
⑵ 妹さんに判断を委ねる傾向のある本⼈の意思決定を⽀援する場合、本⼈と、妹さんにどのような点に配

慮をして⽀援をすることが適切であろうか。 
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事例 4  社会⽣活（退院後の⽣活について）                                         
 
事例の基本情報 
●本⼈ 70 代後半、⼥性、⾃宅で独居していたが、熱中症で⼊院。意思決定に関わる家族や親族は

いない。 
●⽀援者 主治医、ケアマネジャー、本⼈の友⼈、地域包括⽀援センター職員 

事例の概要  
◉本⼈が⾃宅で、熱中症で倒れているところを、訪ねてきた知⼈が発⾒し、通報され、緊急搬送された。

１週間程度の⼊院で退院の運びとなったが、主治医は、3 度⽬の救急搬送であったことから、⾃宅に
帰るのは無理であると判断したことから、地域包括センターに連絡があった。 

◉退院後の⽣活について、ケア会議が実施される。 
◉主治医を含む専⾨家との会議では、本⼈は、提案された施設⼊所や福祉サービスについて、肯定も否

定も表明がなく、拒否がないことで、施設⼊所（ショートステイ）が進められそうになった。 
◉しかし、より本⼈の意思を丁寧に聞き取る必要性を考え、本⼈が望む⻑い付き合いの友⼈も同席して

会議が実施された。その結果、本⼈が⾃分の意思を表明し、在宅の希望が明確になった。 

問い 
⑴ 本⼈が⾃分の意思を表明できていないと考えられる時には、どのような配慮が必要でしょうか。 
⑵ 知⼈・友⼈を含めてケア会議を開く場合には、どのような点に配慮すべきでしょうか。 
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事例 5  社会⽣活（在宅から⼊所・⼊院）                                         
 
事例の基本情報 
●本⼈ 88 歳、⼥性、⾃宅で夫死亡後、70 歳以降は、⻑男（単⾝）と同居している。 
●⽀援者 主治医、ケアマネジャー、⻑男、地域包括⽀援センター職員 

事例の概要  
◉85 歳時に、物取られたと訴え、警察に頻繁に電話がある。 
◉87 歳時に認知症と診断され、治療開始。要介護 1 の認定、ヘルパーを利⽤し、デイサービス、ショート

ステイを利⽤。 
◉88 歳になって、⽇常⽣活上、家事（買い物、料理、洗濯など）が困難に。それに伴い、被害妄想が

増悪し、妄想的な発⾔を⾔い募ることで、⻑男が暴⼒を振るうことがある。 
◉本⼈は、「（息⼦に）殴られた」ということもあるが、「近所の〇〇さんに殴られた」ということもある。また、

本⼈に施設⼊所を勧めるが、「家がいい」という。 
◉そこで、意思決定⽀援会議を開くことになった。 

問い 
⑴ ⻑男さんにどのように関わっていくのか。 
⑵ 本⼈の希望は在宅⽣活の継続で⼀貫している場合に、どのように接することが適切であるか。 
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事例 6  社会⽣活（⾃宅での療養）                                                
 
事例の基本情報 
●本⼈ 93 歳、⼥性、独居 認知症⾃⽴度Ⅲ、近くに、甥（後⾒⼈）・姪がいる。 
●⽀援者  甥、姪、ケアマネジャー、地域包括⽀援センター職員、在宅医、訪問看護管理者、訪問看

護の責任者 

事例の概要  
◉2 年前 ケア導⼊時に、訪問看護の責任者として、本⼈の意思を確認する。それによれば、「本当は信

頼できる⼈と⼀緒に住めればいいが、夫は亡くなったので、独居の⽣活をしたい。いつも仏壇に向けて夫
と話しをしているので、この家から離れられない」 

◉2 年後に認知機能が悪化して、脱⽔で緊急⼊院する。病院内で、暴⾔等があったほか、チューブ類の
⾃⼰抜去等があり、後⾒⼈の甥が、本⼈の「住み慣れた⾃宅に戻り、最期まで⾃宅にいたい」という意
思を確認して、甥、姪、ケアマネジャー、地域包括⽀援センター職員 在宅医、訪問看護管理者が病
院に集まって、本⼈の意思を共有して、⾃宅療養の継続に向けて、調整をした 

問い 
⑴ 本事例では、⾃宅療養を選択しているが、仮に、⾃宅療養中に、認知症の⾏動・⼼理症状が増悪

（ヘルパーに暴⼒を振るうという場合）した場合は、どのように対処すべきか。 
⑵ 本⼈の⾷事摂取量が低下するなどの事態について、関係者で情報を共有して、本⼈の意思を尊重しな

がら⽅針決定する場合に、留意すべきことは何か。 
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事例 7  社会⽣活（介護サービス利⽤）                                          
 
事例の基本情報 
●本⼈ 85 歳、⼥性、軽度の認知症が疑われる。 
●⽀援者 同居の夫 

事例の概要  
◉もの忘れに気づき始めた家族（夫）が、本⼈の相談のためケアマネジャーと会ってきた。しかし、本⼈は

⾯会に拒否的であった。 
◉なんとか介護認定調査を受けたが、主として夫が話していた。 
◉ケアマネジャーが訪問するなかで、本⼈と会い、福祉サービスの利⽤意思を確認した。 
◉ケアマネジャーが本⼈と会う中で、サービス利⽤については拒否をした。⼀⽅、夫に対する対応の不満も

述べた。 
◉夫は、本⼈が述べた意思に対して、⾮常に驚いていた。 

問い 
⑴ 本⼈が関係性を作る事に拒否的で、家族を含めた⾯談が中⼼になるときに、本⼈の意思を確認する上

で注意をする点はどのようなものがあるか 
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事例 8  社会⽣活（在宅から⼊所・⼊院②）                                           
 
事例の基本情報 
●本⼈ 90 歳、男性、⻑男と 2 ⼈で同居。 
●⽀援者 ⻑男（働いておらず、本⼈の年⾦で暮らしている） 

事例の概要  
◉認知症が疑われるが、費⽤がかかることで受診への抵抗がある。 
◉認知症初期集中⽀援チームの介⼊、助⾔を得て、保健センターの保健師や地域包括⽀援センターの

社会福祉⼠が本⼈の意向を主治医に伝えながら調整をした。 
◉施設等の⾒学をしつつ意向を調整し、最終的に⼊所に⾄った 

問い 
⑴ 多職種で⽀援をする場合に、本⼈への接触の密度が偏ることがあるが、そのような場合に、情報の共有

でどのような点に注意をするべきか。 
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Ⅳ 考察・今後の課題                                                                 
 
⑴ ガイドライン普及啓発に向けて                                                             

平成 29 年度の⽼健事業の成果として、本ガイドラインの原案が事業の成果として提出され、厚⽣労働省に

おいて、パブリックコメントを実施後、平成 30 年 6 ⽉ 「認知症の⼈の⽇常⽣活・社会⽣活における意思決定

⽀援のガイドライン」 として発出され、全国に伝達された。 
本ガイドラインを普及することは、平成 29 年の⽼⼈保健健康増進等事業においても課題として指摘されてい

る。そのために、平成 30 年度の事業としては事業計画に則って、 

①モデル研修を試⾏し、本ガイドラインを実施するためのプログラム（研修プログラム）具体的には、(既存

の専⾨職向け研修等への)組み込み型（約 10 分程度のもの）と、独⽴実施型（約半⽇・３時間

程度のもの）を作成した。 

②今後の研修のために、事例（⽀援事例）集を作成した。 
 
   研修プログラムは、 

①意思決定⽀援の必要な場に気づくことができることを⽬標として 「ガイドラインの解説」（主に組み込み

型研修において利⽤）、「認知症の⼈の語りのビデオ」を作成した。 
②⽇常⽣活の事例を踏まえて、本⼈の段階に応じた適切な⽀援ができることを⽬標として、「導⼊講義」

と「⽇常⽣活における意思決定⽀援に関する事例の DVD」を作成した。 
③社会⽣活の事例を踏まえた、多職種で検討し、⽀援に関する記録を残すことを⽬標として、「導⼊講

義」と「社会⽣活における意思決定⽀援に関する事例の DVD」を作成した。 
 
⽀援事例集は、典型的な⽇常⽣活の事例 3 例と、社会⽣活の事例 5 例を作成すると同時に、これを模擬

事例検討会に使えるように、問いを⽤意した。 
以上については、DVD と報告書として成果報告されている。 
以上の研修プログラムには、全体委員による指摘、アンケート調査を踏まえて、本⽂だけでない、実施⽅法に

ついてのコメントが別途⽤意されており、更に、岡⼭でのモデル研修の様⼦は、簡単な実施様⼦のビデオが⽤意

されている（なお、このビデオは、広く公開されることを前提としているものではなく、研修実施者(企画⽴案・講

師等)の参考に作成されたものである）。 
 
 
⑵ ガイドライン研修の実施にあたって                                                          

組み込み型研修プログラムは、本ガイドラインの周知と基本的な考え⽅を⽰すものとして、独⽴実施型研修
プログラムは、上記のような⽬的として利⽤されることが期待される。 
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⑶ 今後の課題について                                                                    

①研修プログラムの課題 

研修プログラムの核となるビデオは、⽇常⽣活上の⽀援の事例としてより多くの状況設定の事例のもとでの

複数のビデオが必要である（本年度は、「近くのホームセンターに⾃転⾞で⾏くこと」を状況設定したが、より、

⽇常⽣活に近い事例を作成する必要がある。）。 

同様、社会⽣活上の⽀援になるものも多様な状況設定のものでの複数のビデオが必要である（本年度

は、「退院⽀援における意思決定⽀援」が状況設定されているが、介護保険サービスの導⼊や、施設⼊居

等の、多様な状況設定が望ましい）。 

これと並んで、意思決定⽀援者は幅広い職種が想定されているので、職種に応じた典型的な状況設定に

基づくビデオが必要である。 

②研修プログラムの実施上の課題 

本プログラムは、本プログラムの作成に関わった専⾨家が実施し、上記のように、その⼀部は反訳され、更

にビデオとして残されているが、研修実施者(企画⽴案担当者・講師等)のための研修や、研修実施のための

マニュアルは必要と考えられる。 

③研修プログラムの普及に関する課題 

本研修プログラムを実施して、今後に引き継ぐためには、次のような点の検討が必要である。 

❶研修プログラムを実施した地域での研修実施状況（満⾜度調査等）の検討が必要である。 

❷研修プログラム実施後に、研修を受けた受講者をターゲットとして、研修で受けた結果を実施するに

あたり、どのような困難に直⾯しているのかを調査・検討が必要である。 

その他、本ガイドラインの普及のための⽅策としては、次のような点の検討が必要である。 

❶ガイドラインを実臨床で実施するための、⽐較的簡単なガイドラインに基づくチェックリストや、ヒント集

が必要である。 

❷記録の書き⽅についてのプログラムが必要である。 

本ガイドラインでは、「記録」の重要性が指摘されており、振り返るためにも、モデル記録や、記録の

作成時の注意点が⽰される必要がある。 

❸記録の保管や、関係者の情報の扱い等に関するルールの共有が必要である。 

本⼈の意思決定⽀援のための情報は、⼤変機微性の⾼い事柄に及ぶ場合がある（個⼈情報

保護法上の「要配慮個⼈情報」にあたる場合もあり得る）のであって、このような情報を扱う意思決

定⽀援者の記録に関するルールや注意点が今後の展開のために必要である。 
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資料編                                                                              
 
  ▶ 認知症の⼈の⽇常⽣活・社会⽣活における意思決定⽀援ガイドライン 
    （パブリックコメント実施後  H30.6.7） 
 

  ▶ 全体委員会(全 2 回) および 作業部会(全 3 回) の会議録短縮版 
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